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共生型訪問介護 

重要事項説明書 

 この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、

当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいこ

となどを事業者が説明するものです。 

 

１ 訪問介護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 社会福祉法人たんぽぽハウス 

代 表 者 氏 名 理事長 加賀 俊子 

本 社 所 在 地 

（ 連 絡 先 ） 

492-8214 愛知県稲沢市大塚南七丁目 38 番地 

電話 0587-23-0691 Fax 0587-50-0075 

設 立 年 月 日 平成２６年１月２４日 

 

２ ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について 

(1)  事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 ヘルパーステーションいなざわさつき 

愛知県指定 

事業所番号 
２３７３９０２３７４ 

指 定 年 月 日 令和６年１０月１日 

事 業 所 所 在 地 492-8214 愛知県稲沢市大塚南七丁目 39 番地 

連 絡 先 電話 0587-50-0080  Fax 0587-50-5252 

事業所の通常の 

事業実施地域  
稲沢市 

2) 事業の目的および運営方針 

事 業 の 目 的 

社会福祉法人たんぽぽハウスが開設するヘルパーステーションいなざわ

さつき（以下「事業所」という。）が行う指定訪問介護の事業（以下「事業」

という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項

を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者（以下「訪問介

護員等」という。）が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介

護を提供することを目的とする。 

運 営 方 針  

指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特

性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の

保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提

供に努めるものとする。 
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(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 
月曜日から金曜日 

ただし、国民の祝日、１２月２９日～１月３日までを除く。 

営 業 時 間  ８時４５分 ～ １７時４５分 
 
(4) サービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日 
月・火・水・木・金・土曜日 

ただし、国民の祝日、１２月２９日～１月３日を除く。 

サービス提供時間 ８時００分 ～ １８時００分 

(5) 事業所の職員体制 
 

管 理 者 鈴木 久仁子 

 

職 種 職 務 内 容 人員数 

管 理 者 
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとと

もに、自らも訪問介護の提供に当たるものとする 
常 勤１人 

サービス 

提供責任者 

事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、従

業者に対する技術指導等のサービス内容の管理及び訪問介

護計画の作成等を行う。 

１名以上 

ヘルパー 指定訪問介護等の提供に当たる。 ２．５名以上 

 
6）サービス提供の責任者 

 サービス利用にあたって、ご不明な点や要望などありましたら、何でもお申し出ください。 

 

サービス提供責任者 鈴木 久仁子 

 

３ 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について 

(1)  提供するサービスの内容について 

訪問型サービス（介護予防訪問介護相当サービス）は、訪問介護員が利用者のお宅を訪問し、

入浴、排せつ、食事等の身体介助や、調理、洗濯、掃除等の家事援助など、日常生活上の支援

を行うサービスです。 

具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

身 

体 

介 

護 

利用者の身体に直接接触して行う介助や、日常生活を営むのに必要な機能を高めるため

の介助や専門的な援助を言います。 

（例）起床介助・就寝介助・排泄介助・身体整容・食事介助・更衣介助・清拭 

   入浴介助・体位変換・移動介助・服薬介助 

自立支援・重度化防止のための見守り など 
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生

活 

援 

助 

家事を行うのが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 

（例）調理・洗濯・掃除・買い物・薬の受け取り・寝具交換・衣類の整理 など 

 

（2）提供するサービスの料金とその利用者負担額について 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下【別表】のとおりであり、あなたか

らお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の 1 割ま

たは 2 割または 3 割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場

合、超えた額の全額をご負担いただきます。  

 

① 訪問型サービスの利用料 

身体介護・生活援助が中心の訪問介護費・単位数 

サービス内容 算定項目 基本単位 

身体介護中心型 

（1）20 分未満 163 単位 

（2）20 分以上 30 分 244 単位 

（3）30 分以上 1時間未満 387 単位 

（4）1時間以上 
567 単位に 30 分を増すごと

に 82 単位を加算 

（2）～（4）に引き続き生活援助

を行った場合 

所要時間が 20 分から起算し

て25分を増すごとに＋65単

位（※195 単位を限度） 

生活援助中心型 
20 分以上 45 分未満 179 単位 

45 分以上 220 単位 

 

上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、こ

れら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面

でお知らせします。 

 

② 【加算】 

加算項目 算定回数等 基本単位・割合 

夜間・早朝の場合 
午前 6時～午前 8時 

午後 6時～午後 10時 
25％増し 

深夜の場合 午後 10 時～午前 6時 50％増し 

初回加算 初回月 1回のみ 200 単位 

緊急時訪問介護加算 1 回につき 100 単位 
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生活機能連携向上加算Ⅰ 1 月につき 100 単位 

生活機能連携向上加算Ⅱ 1 月につき 200 単位 

特定事業所加算Ⅰ 

1 月につき 

左記のいずれかひとつ 

もしくはなし 

所定単位数の 20％ 

特定事業所加算Ⅱ 所定単位数の 10％ 

特定事業所加算Ⅲ 所定単位数の 10％ 

特定事業所加算Ⅳ 所定単位数の 3％ 

特定事業所加算Ⅴ 所定単位数の 3％ 

処遇改善加算Ⅱ 1 月につき 22.4％ 

 

（3） その他の費用について 

①キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時
間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 

24 時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 

12 時間前までにご連絡の場合 
１提供あたりの利用料の 
50％を請求いたします。 

12 時間前までにご連絡のない場合 
１提供あたりの利用料の 
80％を請求いたします。 

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 

②サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する

電気、ガス、水道の費用 

③外出時におけるヘルパーの施設入場料等 

④通院等介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 

利用者（お客様）の別途負担 

となります。 

 

４ お支払方法 

 上記（１）の利用料（利用者負担分の金額）は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次の

いずれかの方法によりお支払いください。 

支払い方法 支払い要件等 

銀行振り込み サービスを利用した月の翌月の２５日（祝休日の場合は直前の平日）に、

下記の口座にお振込みください。（取り扱い手数料はご負担願います。） 

三菱 UFJ 銀行 稲沢支店 普通口座 ０１８２３３８ 

現金払い サービスを利用した月の翌月の２５日（休業日の場合は直後の平日）まで

に、現金でお支払いください。 

※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から

３月以上遅延し、故意に支払いの督促から 14 日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上

で、未払い分をお支払いただくことがあります。 
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５ サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは以下の通りです。 

(1) 訪問介護員の禁止行為 

サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことはできませんので、あらかじめご

理解ください。 

① 医療行為及び医療補助行為 

② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

③ 他の家族の方に対するサービスの提供 

④ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭掃除など） 

⑤ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

（常識的な範囲で熱中症予防のため水分補給をさせていただきます） 

⑥ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行

為 

⑦ 体調や容体の急変などによりサービスが利用できなくなったときは、できる限り早め

に当事業所または、担当の地域包括支援センター等の担当者へご連絡ください。 

 

６ 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の

医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡

します。 

【主治医】 

医療機関名  

所在地  

電話番号  

主治医氏名  

【緊急連絡先】 24 時間対応 

氏名 管理者兼サービス提供責任者  鈴木久仁子 

電話番号 070-7489-3629 

 

７ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町村、利用者の

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行います。 

市 

町 

村 

市 町 村 名 稲沢市 

担 当 部 ・ 課 名 高齢介護課 長寿グループ 

電 話 番 号 0587－32-1293 

８ 本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 

社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 

代理店 ㈱ニュータス 

引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 
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保険名 福祉事業者総合賠償責任保険 

保障の概要 

①施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損損害補償・仕事の結果損害

補償 

〈身体障害〉 

  1 名 5000 万円   1 事故 5 億円 

〈財物損壊〉  

  1 事故 500 万 

②受託財物損害補償 

  1 事故・期間中 100 万 

③支援事業損害補償 

  1 請求 100 万/期間中 300 万 

④人格権侵害保障 

 1 事故・期間中 500 万 

⑤被害者治療費等補償 

 1 名 死亡・重度後遺障害 50 万/入院 10 万 

  1 事故 1000 万 

⑥初期対応費用補償 

  1 事故・期間中 500 万 

➆訴訟対応費用補償 

  1 事故・期間中 500 万 

⑧痰吸引等拡張補償 

  1 名 1000 万円   1 事故 1 億円 

 

９苦情解決の体制及び手順 

 (1) 事業所の苦情・相談受付窓口 

 (2) 行政機関その他苦情受付機関 

   本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関または愛知県国民健康保険団

体連合会に申し立てることができます。 

 

１０ 虐待の防止・身体拘束適正化について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

（1） 虐待防止等に関する担当者を選定しています。 

事 業 者 の 窓 口 

窓 口 担 当 者 

苦情解決責任者 

受 付 日 

 

受 付 時 間 

電 話 番 号 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

管理者兼サービス提供責任者  鈴木久仁子 

管理者兼サービス提供責任者  鈴木久仁子 

月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、12 月 29 日

から 1月 3日までを除く。 

午前 8時 45 分から午後 5時 45 分まで 

0587-50-0080 

0587-50-0075 

市 町 村 の 窓 口 

所 在 地 

受 付 担 当 課 

電 話 番 号 

稲沢市稲府町 1 

稲沢市役所 高齢介護課長寿グループ 

0587－32-1293 

愛知県国民健康

保険団体連合会 

所 在 地 

電 話 番 号 

名古屋市東区泉 1-6-5 

052-971-4165（苦情相談） 
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 虐待防止等に関する担当者 管理者 鈴木久仁子 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を設置 

虐待防止対策委員会を設置し、概ね６か月に１回以上開催するとともに、その結果につい

て従業者に周知徹底を図ります。 

（3） 虐待防止のための指針を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止・身体拘束適正化を啓発･普及するための研修を実施します。 

（5） 虐待防止のための通報の義務 

サービス提供中に、当該事業所の従業者または擁護者による虐待を受けたと思われる利用

者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

（6） 身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、事業者及び介護者は利用者の尊厳

と主体性を尊重するとともに、利用者の身体的・精神的弊害を理解し、利用者の生命又は

身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束適正化のための措置を講じ

ます。 

 

１１ 衛生管理等について 

  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。 

（1） 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設置 

感染症対策委員会を設置し、概ね３ヶ月に１回開催するとともに、その結果について

従業者に周知徹底を図ります。 

（2） 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（3） 従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

 

１２ ハラスメントについて 

（1） 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、従業者が働きやすい環境つくりを

目指します。 

（2） 利用者及び家族が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷

惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

 

１３ 業務継続計画の策定について 

  事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する訪問介護事業所の提供を継続

的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という）を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。 

（1） 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施するものとする。 

（2） 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 8 -

１４ 秘密の保持と個人情報の保護について 

 （1） 利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が

策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、

適切な取り扱いに努めるものとします。 

○ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で

知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

○ この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者

である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者と

の雇用契約の内容とします。 

（2） 個人情報の保護について 

１５  担当ヘルパーの決定等 

   サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっ

ては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパ

ーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対し

てサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。 

   利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの

点やご要望がありましたら、管理者にご遠慮なく相談ください。 

 

１６ 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について 

  利用者のご事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、下記のご相談担当者まで

ご相談ください。 

ア 相談担当者氏名    （氏名）管理者 鈴木久仁子 

イ 連絡先電話番号    （電話番号） 0587-50-0080  

   同 ﾌｧｯｸｽ番号    （ﾌｧｯｸｽ番号） 0587-50-5252 

ウ 受付日および受付時間 （受付曜日と時間帯）  

月から金曜日 9 時から 16 時 

※ 担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の

人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。 

 

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用

する等、他の事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報

についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会

議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。 

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、

電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第

三者への漏洩を防止するものとします。 

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、

開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用

目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要

な場合は利用者の負担となります。) 
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１７ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施なし 

 

 

 

令和    年    月    日 

上記内容について、利用者に説明を行いました。 

 

事

業

者 

所 在 地 稲沢市大塚南七丁目 38番地 

法 人 名 社会福祉法人たんぽぽハウス 

代 表 者 名  理 事 長    加 賀 俊 子           印 

事 業 所 名 ヘルパーステーションいなざわさつき 

説明者氏名  管 理 者    鈴 木 久 仁 子         印 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利 用 者 

住 所 
 

氏 名                印 

 

 利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認の上、私が利用

者に代わって、その署名を代筆しました。 

代 理 人 

住 所 
 

氏 名                          印 

 

 

 

 

令和 6年 10 月 1 日作成 


